
衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

令和元年5月31日 （金）
森田俊和議員（国民）

2問所有者不明土地解消の進捗状況について，法務当局
に問う。

(答）

1 所有者不明土地問題への対応は，民間の土地取引や公共事
業の用地取得，森林の管理等を始め様々な分野で問題となっ

ており，現在， 「所有者不明土地等対策の推進に関する基本
方針」等に基づいて，政府一体となって期限を区切りつつ，

その解決に取り組んでいるところである。

2 まず，昨年の通常国会で成立した「所有者不明土地の利用
の円滑化等に関する特別措置法」においては，登記官が，所

有権の登記名義人の死亡後30年を超えて相続登記等がされ
ていない士地について，亡くなった方の法定相続人等を探索

した上で，職権で，長期間相続登記未了である旨等を登記に

付記するなどの不動産登記法の特例規定が設けられた。そし

て， この特例規定は，平成30年11月15日に施行されて

おり，現在，全国の法務局では， この特例に基づき，所有権
の登記名義人の死亡の有無やその法定相続人の探索等の作業

を実施しているところである（注1） 。

2 また，今国会においては，歴史的な経緯により不動産登記

簿の表題部所有者欄の氏名・住所が正常に登記されていない
「表題部所有者不明土地」について，その登記及び管理の適

正化を図るための措置を講ずる「表題部所有者不明土地の登

記及び管理の適正化に関する法律」が成立している。この法

律においては，表題部所有者不明土地について所有者を探索

し， これを登記に反映させる等の取組を行うこととされてお

り，本年中にその探索作業を開始する予定である。
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3 さらに，本年2月14日に，法務大臣から，法制審議会に

対し，所有者不明土地問題の抜本的な解決に向けて，民法及

び不動産登記法の改正に関する諮問がされ，現在，調査審議

が進められているところである（注2） 。

今後は，令和2年中の所有者不明土地問題の解決に向けた

民法，不動産登記法の見直しに向けて，取り組んでいく予定
である。

(注1）所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法には， こ

の他，国交省関連の制度として，公共事業における収用手続の合理化

・円滑化，上限10年間の利用権設定を可能とする地域福利増進事業

の創設に関する規定が設けられているが，これらの制度は未施行（平

成31年6月1日施行）である。

（注2）次の内容を諮問

土地の所有者が死亡しても相続登記がされないこと等を原因として，

不動産登記簿により所有者が直ちに判明せず，又は判明しても連絡がつ

かない所有者不明士地が生じ，その土地の利用等が阻害されるなどの問

題が生じている近年の社会経済情勢に鑑み,相続等による所有者不明土

地の発生を予防するための仕組みや，所有者不明土地を円滑かつ適正に

利用するための仕組みを早急に整備する観点から民法，不動産登記法等

を改正する必要があると思われるので，左記の方策を始め，その仕組み

を整備するために導入が必要となる方策について，御意見を承りたい。

記

第一相続等による所有者不明土地の発生を予防するための仕組み

一相続登記の申請を土地所有者に義務付けることや登記所が他の公

的機関から死亡情報等を入手すること等により，不動産登記情報の

更新を図る方策

二土地所有権の放棄を可能とすることや遺産分割に期間制限を設け

て遺産分割を促進すること等により，所有者不明土地の発生を抑制

する方策
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二所有者不明土地を円滑かつ適正に利用するための仕組み

一民法の共有制度を見直すなど,共有関係にある所有者不明土地の

円滑かつ適正な利用を可能とする方策

二民法の不在者財産管理制度及び相続財産管理制度を見直すなど，

所有者不明土地の管理を合理化するための方策

三民法の相隣関係に関する規定を見直すなど,隣地所有者による所

有者不明土地の円滑かつ適正な利用を可能とする方策

第

(部会長：山野

その第1回会

(注3）法制審議会に，新たに民法・不動産登記法部会

目章夫早稲田大学大学院法務研究科教授）が設置され，

議が平成31年3月19日に開催された。
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民事局作成
森田俊和議員（国民）

(対閃到･副大臣・政務官）
5月31日（金）衆・法務委

〔所見〕

土地の所有者が死亡し，その相続人の全員が相続

放棄をしたときは，相続財産管理人による管理を経

て，最終的には国庫に帰属することになる（民法第

959条） 。

相続放棄の件数が増加傾向にあること（注1 ， 2）

からすれば， （委員のご指摘のように， ）今後，国

庫に帰属する土地が増加する可能性があるものと

考えている。

〔法制審議会における検討〕

他方で， このような相続人の存在が明らかでない

土地については，国庫に帰属するまでの間も，相続

財産管理制度のもとで適切に管理する必要がある

が，相続財産管理制度については，手続が重く，コ

ストがかかるなどの課題が指摘されている。

このような指摘を踏まえ，現在，法制審議会民法

・不動産登記法部会（注S)においては，所有者不

明土地の管理を合理化するための方策として，財産

S問相続放棄にc
る歩思うが， 元

こり 7

貢務大
ヨの所有になる土地が増え
至の所見を問う。



管理制度の見直しについても検討されているもの

と承知している。

〔期待〕

所有者不明土地問題の解決に向けて，今後，法制

審議会において充実した調査審議がされることを

期待してい量J－

(注1）相続放棄の申述受理件数は次のとおり。
平成27年18万9296件
平成28年19万7656件
平成29年20万5909件

（注2）相続人不存在の相続財産（土地）の国庫帰属の件数
は次のとおり。
平成27年度37件
平成28年度 SO件
平成29年度76件

（注3）部会長：山野目章夫早稲田大学大学院教授

（参照条文）
○民法（明治29年法律第89号）
（相続の放棄の効力）
第939条相続の放棄をした者は、その相続に関しては、
初めから相続人とならなかったものとみなす。
（相続財産法人の成立）
第951条相続人のあることが明らかでないときは、相続
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財産は、法人とする。
（相続財産の管理人の選任）
第952条前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又
は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなけ
ればならない。
2前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、
家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
（残余財産の国庫への帰属）
第959条前条の規定により処分されなかった相続財産
は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六
条第二項の規定を準用する。

(参考資料）

諮問第百七号
｢所有者不明士地を円滑･適正に禾|｣用するための仕組み」

１
２

内線■ |】【責任者；民事局 大谷参事官 携帯
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所有脅不噸土地を円滑。適正に利用割-るための維組み 「貢罫耳］

●現在の財産管理制度では,財産管理人は,不在者等
の特定の土地だけではなく′その余の財産も管理する
こととされているため，コストが高くなる

、患 ‘
､／不在者等の財産の一部を管理する方策について検討

蕊議
資料4
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心土地の共有者のうち複数名が不在者等であるときは，
不在者等ご､とに複数名の管理人を選任する必要があり，
コストが高くなる

●々
､／複数の不在者等に共通（1人）の管理人を選任する
方策について検討

騨

…
●所有者不明土地が管理されないことによって荒廃
し，近傍の土地所有者等に損害を与えるおそれ

極傍の土地所有者等に戯'土地の管理不全状態
を除去する方策について検討 ‘軒 。

●ライフラインの導管等を弓|き込むために隣地を使用
する際の規律については，民法に規定がなく，隣地が
所有者不明状態となった場合に対応が困難

〆

鼎

､／ライフラインの導管等を設置するために他人の土地
を使用することができる制度の整備について検討
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⑥共有物を利用するためには，共有者の全員を個
別に探索して交渉する必要があり，共有者の一部が
不明である場合には，その者の同意をとることがで
きず，土地の利用・処分が困難になる

‘‐
､／不明共有者に対して公告等をした上で，残りの
共有者の同意で，土地の利用を可能にする方策につ
いて検討

､／共有者が，不明共有者の持分を相当額の金銭を
供託して取得するなどして，共有関係を解消する方
策について検討
､／共有物を適切に管理するとともに，利用希望者
の負担を軽減する観点から，共有者を代表する管理
権者を選任する方策について検討



民事局作成
森田俊和議員（国民）

(対因ヨ･副大臣。政務官）
5月31日（金）衆・法務委

して所有者
法務大臣の稠禾語魏蕊霧蓮警禦課

所見客問う。

〔現状〕

1 （先ほど民事局長から答弁したとおり）法務省に

おいては，昨年成立した「所有者不明土地の利用の

円滑化等に関する特別措置法」 （注1）や今国会で

成立した「表題部所有者不明土地の登記及び管理の

適正化に関する法律」 （注2）に基づき，所有者不

明土地問題の解決に資する施策を実施していくこ

とを予定している。

〔優先順位〕

1 これらの所有者不明土地対策の取組の対象となり

得る土地は全国に相当数存在し（注S) , これを直

ちに解消することは困難であるため，解消の必要性

・緊急性が高い地域から，優先順位を付けて解消す

ることが相当である。

2具体的には，地域の実情を知る地方自治体等から

の要望に基づき，防災や復旧・復興のための事業を

実施しようとする地域は優先して，その解消を図っ

てまいる所存である=」
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(注1）登記官が，所有権の登記名義人の死亡の有無やその
法定相続人を調査し，長期にわたり相続登記等が未了とな
っている土地（長期相続登記等未了土地）については，そ
の旨を登記記録に記録するとともに，事業を実施しようと
する者に法定相続人に関する調査結果を提供する（所有者
不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第40条
第1項） 。

(注2）表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関
する法律は，令和元年5月17日に成立，同月24日に公
布されている。歴史的な経緯により表題部所有者の住所・
氏名が正常に登記されていない表題部所有者不明土地に
ついて,登記官が所有者等の探索を行うものである。なお，
この探索は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内
において政令で定める日から行うこととされている。

（注S)
○平成28年度地籍調査における土地所有者等に関する
調査（国土交通省集計）
・登記簿のみでは所在不明の土地 20. 1%
（内訳）所有権移転の未登記（相続） 66． 7％
同（売買・交換等) 1. o%
住所変更の未登記 32． 4％

・最終的に所在不明であった土地 0. 41%
○不動産登記簿における相続登記未了土地調査(平成29
年法務省調査）
・最後の登記から50年以上経過している土地の割合
大都市：約6． 6％，中小都市・中山間地域：約26． 6％
○法務省における表題部所有者不明土地の抽出調査
全国50万筆の抽出調査の結果の表題部所有者不明土
地の割合は約1％であった。
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（参照条文）

○所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成30

年法律第49号）

第40条登記官は、起業者その他の公共の利益となる事業を実施
しようとする者からの求めに応じ、当該事業を実施しようとする

区域内の土地につきその所有権の登記名義人に係る死亡の事実
の有無を調査した場合において、当該土地が特定登記未了土地に

該当し、かつ、当該土地につきその所有権の登記名義人の死亡後

10年以上30年以内において政令で定める期間を超えて相続

登記等がされていないと認めるときは、当該土地の所有権の登記
名義人となり得る者を探索した上、職権で、所有権の登記名義人
の死亡後長期間にわたり相続登記等がされていない土地である

旨その他当該探索の結果を確認するために必要な事項として法
務省令で定めるものをその所有権の登記に付記することができ

る。

2～4 （略）

○表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律（令
和元年法律第15号）

（所有者等の探索の開始）

第3条登記官は，表題部所有者不明土地（第15条第1項第4号
に定める登記があるものを除く。以下この章において同じ。 ）に

ついて，当該表題部所有者不明土地の利用の現況，当該表題部所
有者不明土地の周辺の地域の自然的社会的諸条件及び当該地域
における他の表題部所有者不明土地の分布状況その他の事情を
考慮して，表題部所有者不明土地の登記の適正化を図る必要があ

ると認めるときは，職権で，その所有者等の探索を行うものとす

る。

【責任者:民事局村松民事第二課長内線|－|携帯■■■■ |】
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衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

令和元年5月31日 （金）
森田俊和議員（国民）

5問空き家などの樹木の枝葉が，隣地に伸びている場合
の対処について，法務当局に問う。

(答）

1 民法では，隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは，そ

の竹木の所有者に，その枝を切除させることができるとさ
れている （民法第233条第1項） 。

したがって，御指摘のケースにおいては，越境された土

地の所有者は，竹木を所有する隣地所有者に対して枝の切

除を請求し，隣地所有者にその枝を切り取ってもらうこと

になる。

2 もつとも,隣地所有者が所在不明であるケースなどでは，

隣地所有者に枝を切り取ってもらうことができないため，

越境された土地の所有者が隣地所有者に対して枝の切除を
請求する旨の訴えを提起し，その債務名義を得た上で，強
制執行（注1）をする必要が生ずる。

これに対し,竹木の根が境界線を越える場合については，

民法上，越境された土地所有者は，竹木の所有者に対する
請求をすることなく， 自らその根を切り取ることができる
とされていることから （民法第233条第2項） ，枝につ

いても，越境された土地所有者が自ら切り取ることを可能
とすべきであるとの指摘がある。

3 このような指摘を踏まえ，現在，法制審議会民法・不動

産登記法部会においては，隣地が所有者不明土地である場

合を含め，土地の円滑かつ適正な利用を可能とする方策と
して，枝の切除に関する規定を含めた相隣関係規定の見直
しが検討されている （注2） 。

法務省としては，法制審議会において， 引き続き，所有
者不明土地問題の解決に向けて充実した審議が行われるよ

－ 1 －



一

う，努めてまいりたい。

(注1）具体的には，代替執行の方法によることになる（民事執行法第
171条） 。
(注2）部会資料1 （第2の2(3)イ越境した枝の切除）
「現行民法では，土地の所有者等は，隣地の竹木の根が越境した場合
には， 自らその根を切り取ることができるが，竹木の枝が越境した場
合には,その竹木の所有者にその枝を切除させることができるに過ぎ
ないとされている（民法第233条） 。
しかし，隣地が所有者不明土地である場合に，竹木の所有者に枝を
切除させるのは容易ではないため,越境した枝の切除に関する権利行
使方法を見直すことが考えられる。 」

（参照条文）
○民法（明治29年法律第89号）
（竹木の枝の切除及び根の切取り）
第233条隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有
者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることが
できる。
（履行の強制）
第414条 （中略）
2債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を
目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせる
ことを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とす
る債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることがで
きる。

○民事執行法（昭和54年法律第4号）
（代替執行）
第171条民法第414条第2項本文又は第3項に規定する請求に係
る強制執行は、執行裁判所が民法の規定に従い決定をする方法により
行う。

－2－



衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

令和元年5月31日 （金）
森田俊和議員（国民）

6問隣地の立会いについて，地権者の協力度が低くなっ
ていることへの対応について，法務当局に問う。

(答）

1 （委員の御指摘のとおり）近時，我が国の人口が減少する
中で地方から都市部への人口集中等が生じていることに伴い，

隣地の所有者が遠方に所在することなどから，筆界を確認す
るために隣地の所有者に立会いをするよう求めても応じても

らえないといった問題が生じていることは承知している。

2本年2月に，国土交通省の国士審議会土地政策分科会特別
部会において，人口減少社会における土地に関する基本制度
の在り方について，取りまとめが公表されたが（注1） ， こ
の取りまとめでも，土地の境界が明確にされないことが問題

であることが指摘されており，土地所有者が果たすべき土地

の適切な利用・管理上の役割として， 「所有者は士地の境界
画定に努め， これに協力する責務がある」 とされたところで

ある。

3 今後，国士交通省においては， この取りまとめも踏まえ，
土地基本法の見直しに向けた検討が進められるものと承知し

ているが，法務省においても，その検討状況を踏まえ，委員

の御指摘の問題に対して民事法制の観点からどのような方策
が考えられるかについて，検討を深めてまいりたい（注2）。

(注1）国士交通省土地政策分科会特別部会とりまとめ（抜粋）

I .土地に関する制度の現状と課題

2．土地所有に関する課題

②現行制度下における土地の管理不全に対する取組

－1 －



｢現行制度においては土地所有者に』主相続登記を行う義務や捷塁Q画定
境界を明確なものに保持してに協力する義務はないことから這所有者や

棄弓手力や儲

の天||用や竪負時0明確な状偏 、しWE

」

Ⅱ、土地の利用や管理に関して所有者が負うべき責務や、その責務の担

保方策に関して必要な措置の方向性について

1．所有者、近隣住民・地域コミュニティ等、地方公共団体、国の責

務及び役割について

（1）所有者、近隣住民・地域コミュニティ等、地方公共団体、国の

責務及び役割

①所有者の責務

「土地の特性に鑑み、土地については公共の福祉を優先させるものとさ

れており （土地基本法第2条） 、その観点から、本来的に土地所有権に
可f右者には十伽の滴切な利用・雀は利用・管理に係る責務が伴い、

理の確保に一定の役割を果たすことが求められてい亙・ 」

【所有者に求められる役割】

くため、登記手続を適時･取引可能な状況に置土地を円滑に利用「 。

（2）求められる管理の在り方

「所有者の責務を議論するに当たっては、求められる管理の在り方を明

らかにすることが必要である。 （1）において周辺の土地や近隣住民等

に悪影響（生活環境の悪化、保安上の危険等）を与えないような管理が

求められるとしたところであるが、その具体的内容は土地の置かれた条

件によって異なり、一律の基準を設けることは困難である。このため、

管理不全の土地について、誰がどのような水準・内容の利用・管理を行

うかについては、当該土地の利用・管理の在り方により影響を受ける周

辺地域で、当該土地の関係者が必要に応じて話し合い、合意形成を図る

ことが望ましい。

例えば、周辺に悪影響を与えず、当分の間利用が見込まれない土地に

－2－



ついては、将来の事情変更により利用ニーズが生じた際に、利用の障害

とならないような最低限の管理(法的管理を行う。必要に応じて見守る｡）

で足りると考えられる。

また、所有者は、最低限、上記の話合いに応じることが求められ、関

係者が当該話合いの申入れを行うことが可能になるよう、自らが所有者

であること及びその所在を登記により公示する責務があると考えられる。
協議の前捷また、

は土地の境界画定に努め、 これに協力する責務があると考えられる 」

(注2）例えば，隣地所有者に対して土地の境界の確定のための協議を

求めることができることとするなどの方策が検討の対象となり得る。

－3－



民事局作成
森田俊和議員（国民）

(対沃囿･副大臣･政務官）
5月31日（金）衆・法務委

澗 認識
法務大臣に問う。

〔本法律案の趣旨〕

1 近年， 司法書士及び土地家屋調査士は， その業務

範囲の拡大に伴い（注1） ，以前にも増して，社会

において重要な役割を果たすようになってきてい
所有者不明る。また，最近では， （委員御指摘の）

専門家と土地問題や空き家問題等の解決に向けて，

(注2） ，その果たすして重要な取組をされており

べき職責は極めて重くなっているものと認識して

いる。

2そこで，本法律案においては， その使命を明確に

する規定を新設し，個々の司法書士や土地家屋調査

士の方々に， 自らの使命感と職責を更に高めていた

だき，更に積極的にこれらの社会的な課題の解決に
－

向けて活躍していただくことを期陸している。

〔法務省としての所見〕

法務省としては，本法律案の趣旨も踏まえュ引き

1



これらの関係士業等と連携しながら，所有者続き，

不明土地問題等の我が国社会の直面する課題の解

(注1）司法書士・土地家屋調査士の業務範囲の拡大
①司法書士の業務範囲については,簡裁訴訟代理等関係
業務や成年後見･財産管理業務への関与が大幅に増加す
るなど業務範囲が拡大しており，また，その活動範囲も
広域化してきている。
②土地家屋調査士の業務範囲については,民間紛争解決
手続代理関係業務や地図作成･地籍調査等の分野におい
て活躍の場が拡大しており，また，その活動範囲も広域
化してきている。
③司法書士及び土地家屋調査士は，共に，空家問題・所
有者不明土地問題への対応,自然災害における復興支援
等に，専門家として参画するなどしている。

(注2）所有者不明土地問題・空家問題の解決に向けた関与
1 空き家問題に関して
司法書士及び土地家屋調査士は,それぞれの専門的な知
見を活かし,市町村が設置する空家対策協議会の構成員と
して参画するなど,空き家対策の推進に積極的に協力して
いる。

2所有者不明土地問題に関して
①司法書士及び土地家屋調査士は,相続登記の促進のた
めの取組(相続登記促進のためのリーフレット等）を法
務局と連携して行ってきている。
②司法書士は，平成SO年11月に一部施行された「所
有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法｣に
基づいて進められている長期間にわたり相続登記がさ

2



れていない土地についての登記名義人となり得る者の
調査の実施等に関して，主要な担い手となっている。
③土地家屋調査士は,今国会で成立した｢表題部所有者
不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律｣で創設
された「所有者等探索委員」の主要な担い手としての活
躍が期待されている。
④このほか，経済財政運営と改革の基本方針2018
（平成30年6月15日閣議決定)等の政府方針におい
て,2020年中に所有者不明土地問題の解決に向けた
民法，不動産登記法の見直しを行うこととされている
が，この検討の過程においても，司法書士及び土地家屋
調査士は，不動産登記の専門家として，積極的に検討に
参画され,有益な御提言をいただけるものと期待してい
る。

(参照条文）

室言借

3

改正法 現行法

(司法書士の使命）

莞三条 司法書士は、 この法律の定める

シ這るによりその業務とする登記、供

一
一
由かつ公正な社会の形成に寄与するこ

とを使命とする。

(目的）

第一条 戸の津律'す司渋雲十の帯ll麿券

岸め‐その業務の滴正を図ることによ

り‐啓記一供託及び訴訟等に関する手

締の滴正かつ円滑な実施に資し、もつ

て国民の権利の保護に寄与するこ二と

を目的とする。

改正法 現行法

（土地家屋調査士の使命)－

第一条
－ 土地家屋調査士（以下「調査士」
少いう‐ ）は、不動産の表示に関する

客記彊ぴ十地の筆界(不動産登記法(平

虎＋六年法律第百二十三号）第百二十

(目的）

第三条 この法律は、士地家屋調査士の

淵|庶葬宗め、その業務の適正を図るこ

少により．不動産の表示に関する登記

手綜の円滑な圭施に管し、もって不動



産に係る国民の権利の明確化に寄与三条第一号に規定する筆界をいう。第

三条第一項第七号及び第二十五条第二 することを目的とする。

項において同じ。 ）を明らかにする業

務の専門家として、不動産に関する権

利の明確化に寄与し、もって国民生活

の安定と向上に資することを使命とす

る。
－

1

【責任者;民事局村松民事第二課長内線■携帯 ー ｜】
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(対沃囿・副大臣・政務官）
5月31日（金）衆。法務委

民事局作成
藤野保史議員（共産）

問改正後の司法書士法第1条に， 司法書士の使
命として， 「自由かつ公正な社会の形成に寄与
すること」と規定されているが， この「自由」
には，登記などを通じて憲法第13条や第25
条等の基本的人権が実現されるという趣旨も含
んでいるのか，法務大臣に問う。

1

〔 「国民の権利を擁護」という文言の理解について〕

この法律案による改正後の司法書士法第1条は，

司法書士の使命を規律するものであり，司法書士を

主体として位置付けた上で,国民の権利を擁護する

ことをその使命として明確にするものである。

そして， 司法書士は，「国民に身近な法律家」と

して，国民の権利を幅広く擁護していくことが期待

されていることに照らせば， ここでいう「権利」 I
一
』

は，憲法上の基本的人権も含まれるものと考えてお

り， その内容としても，憲法第13条や憲法第25

条等の基本的人権も含まれるものと考えている．

このような使命蚕有する司法書士の活動により，

より自由で公正な社会が形成されていくことを期

待しているところであるゴ

1



（参考）参照条文

○新司法書士法

○日本国憲法

第十三条すべて国民は、個人として尊重される。生命、 自由及

び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反し

ない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第二十五条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営

む権禾|｣を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び

公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

【責任者:民事局村松民事第二課長内線■携帯■■■■■■■】

2

改正法 現行法

(司法書士の使命）

第一条 司法書士は、この法律の定める

ところによりその業務とする登記、供

託、訴訟その他の法律事務の専門家と

して、国民の権利を擁護し、もって自

由かつ公正な社会の形成に寄与するこ

とを使命とする。

(目的）

第一条
－

この法律は、司法書士の制度を

定め、その業務の滴正を図ることによ

り、登記、供託及び訴訟等に関する手

続の適正かつ円滑な実施に資し、もつ

て国民の権利の保護に寄与すること

を目的とする。



民事局作成
藤野保史議員（共産）

(対閃ヨ･副大臣･政務官）
5月31日（金）衆・法務委

翻 雲霧
〔改正内容〕

改正法案では， 司法書士法の規定のうち， 司法書
士についての使命を定める規定を新設しているが

（改正後の司法書士法第1条，第46条第1項） ，

他方で， 司法書士会及び日本司法書士会連合会の目

的を定めた司法書士法第52条第2項及び第62

条第2項について特に改正はしていない（注） 。

〔改正の趣旨〕

もっとも， 司法書士会及び日本司法書士会連合会

は， 司法書士会の会員の品位を保持し，その業務の

改善進歩を図ることを目標とするものである（司法

書士法第52条第2項，第62条第2項） 。

そして，司法書士会の会員は,司法書士なのであ
るから（同法第52条第1項） ，司法書士会の会員

の品位や業務は当然に改正後の司法書士法第1条

に定める使命を踏まえたものとなる。

したがって，個々の司法書士はもちろん， 三亟去薑

,



士会及び日本司法書士会連合会においても司法書

士の使命を定めた規定の趣旨を踏まえ，それぞれの

目的の実現を図っていくことが期待され量ものと

認識している｡」
（注）使命規定を有する弁護士法，税理士法，弁理士法にお
いては,弁護士会,日本弁護士連合会等の目的について， 「○
○会は，○○士及び○○法人の使命及び職務にかんがみ
…事務を行うことを目的とする。 」などと規定されている
（弁護士法第31条第1項，第45条第2項，税理士法第
49条第6項，第49条の13第2項，弁理士法第56条
第2項） 。
なお，公認会計士法は，使命規定を有するが， 日本公認会
計士協会の目的規定において,上記のような文言は規定され
ていない（公認会計士法第43条第2項） 。

（参考）参照条文

○弁護士法（昭和24年法律第205号）
（弁護士の使命）

第1条弁護士は，基本的人権を擁護し，社会正義を実現する
ことを使命とする。

2 （略）

（設立等）

第30条の2 （略）
2第1条の規定は，弁護士法人について準用する。
（目的及び法人格）

第31条弁護士会は，弁護士及び弁護士法人の使命及び職務
にかんがみ,一その品位を保持し，弁護士及び弁護士法人の
事務の改善進歩を図るため，弁護士及び弁護士法人の指
導，連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
2 （略）

2



（設立， 目的及び法人格）

第45条 （略）

2 日本弁護士連合会は,弁護士及び弁護士法人の使命及び

職務にかんがみ，その品位を保持し，弁護士及び弁護士法

人の事務の改善進歩を図るため，弁護士，弁護士法人及び

弁護士会の指導,連絡及び監督に関する事務を行うことを

目的とする。

3 （略）

○司法書士法（昭和25年法律第197号）

（設立及び目的等）

第52条司法書士は，その事務所の所在地を管轄する法務局

又は地方法務局の管轄区域ごとに，会貝Iを定めて，一箇の

司法書士会を設立しなければならない。

2 司法書士会は，会員の品位を保持し，その業務の改善進

会員の指導及び連絡に関する事務を行うこ歩を図るため，

とを目的とする。

3， 4 （略）

（設立及び目的）

第62条全国の司法書士会は，会則を定めて， 日本司法書士

会連合会を設立しなければならない。

2 日本司法書士会連合会は，司法書士会の会員の品位を保

持し，その業務の改善進歩を図るため，司法書士会及びそ

の会員の指導及び連絡に関する事務を行い，並びに司法書

士の登録に関する事務を行うことを目的とする。

○公認会計士法

（設立， 目的及び法人格）

第43条 （略）

2協会は，公認会計士の品位を保持し，第2条第1項の業

務の改善進歩を図るため，会員の指導，連絡及び監督に関
する事務を行い，並びに公認会計士及び特定社員の登録に

関する事務を行うことを目的とする。

3 （略）

【責任者:民事局村松民事第二課長内線■携帯'－－ ロ
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衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

令和元年5月31日 （金）
藤野保史議員（共産）

3問現在,司法書士は，資力が乏しい方に対する法的支援
も行っていると聞いているが,今回規定される使命規定
は，このような活動についてもより一層努力する義務が
あるという趣旨を含んでいるのか，法務当局に問う。

（答）

1 全国各地の司法書士会においては，無料の登記相談等を実
施するなどしており， 日本司法書士会連合会においても，各
司法書士会が実施する経済的困窮者を対象とした法律支援事
業の実施にかかる助成事業を進めるなどして，資力が乏しい
方に対する法的支援を行ってきており， これまで様々な社会
貢献や，人権擁護活動に取り組まれていると承知している。
このような活動は，改正法案による改正後の第1条が定め
ている司法書士の使命である「国民の権利を擁護し， 自由か
つ公正な社会の形成に寄与する」 ことにもつながるものであ
ると認識している。

2 司法書士会や日本司法書士会連合会が具体的にどのような
活動を行っていかれるかは，それぞれの組織において決めら
れるべきことではあるが， 司法書士の使命を定めた規定の趣
旨に沿う活動が行われることが期待されるものと承知してい
る。

(参照条文）

－1－

改正法 現行法

(司法書士の使命）

第三条邑 司津塞十け ←の法律の声め

るところによりその業務とする登記一
世評一訴訟子の杣‘の法律事務の専門家

(目的）

第一条 －の弾こ律け司珪雲十の鮨II庶

寿壼砧 早-の挙藻の滴下券閲ろことに

上り 啓記．供託及び訴訟等に関する



（参考）法テラスの法律相談援助（総合法律支援法第30条第1項第2
号ホ等）は，民事裁判等手続又は行政不服申立手続の準備・追行を前提
としており，これに含まれない不動産登記手続等に関する相談は援助対

象に含まれない。

○総合法律支援法（平成16年法律第74号）

（業務の範囲）

第30条支援センターは，第14条の目的を達成するため，総合法
律支援に関する次に掲げる業務を行う。

一 （略）

二民事裁判等手続又は行政不服申立手続において自己の権利を

実現するための準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない

国民若しくは我が国に住所を有し適法に在留する者（以下「国

民等」という。 ）又はその支払により生活に著しい支障を生ず

る国民等を援助する次に掲げる業務

イーニ （略）

ホ弁護士法その他の法律により法律相談を取り扱うことを業

とすることができる者による法律相談(以下この項において

単に「法律相談」 という。 ） （刑事に関するものを除く。次

号及び第4号において同じ。 ）を実施すること。

三～十二 （略）

2， 3 （略）

－2－

し1 ‐ず 南匡イカ嵯采IIか』雍謹1 〃 ＊､って

白由かつ公正な社会の形成に寄与する

ことを使命とする。

壬鐸〃､司畜下デ、一一､画シ吾か圭怖↓戸醤1 *、

って囿民の権利の保護に寄与すること

を目的とする。



衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

令和元年5月31日 （金）
串田誠一議員（維新）

想定4問所有者不明土地の解決について，相続登記を進
めることで，今後どのような進展を期待しているのか，
法務当局に問う。

(答）

1 いわゆる所有者不明土地となる主な要因の一つとして，相

続登記が未了のまま放置されていることが指摘されており（注
1） ，法務省においては，相続登記の促進に取り組んでいる
ところである （注2） 。

2 相続登記が未了のまま放置されている土地が存在すると，
公共事業や復興・防災事業等の各種事業を実施する場面で，

所有者の探索に多大な時間や労力を要し， 円滑な事業の実施
等に支障が生ずることとなる。

また，民間の取引の場面においても，相続登記が未了のま
ま相続が繰り返されると，相続人の探索がますます難しくな

るため，不動産取引を円滑に進めることができないなどの支
障が生ずることとなる。

3 そこで，相続登記を促進することは，所有者不明土地の発

生を予防し， このような支障が生ずることを防止するために

重要であると考えている。

（注1）

○平成28年度地籍調査における土地所有者等に関する調査（国士交

通省集計）

・登記簿のみでは所在不明の土地 20． 1％

（内訳）所有権移転の未登記（相続） 66． 7％

同（売買・交換等） 1． 0％

住所変更の未登記 32． 4％

・最終的に所在不明であった土地 0． 41％

－1－



○不動産登記簿における相続登記未了土地調査（平成29年法務省調
査）

・最後の登記から50年以上経過している土地の割合

大都市：約6． 6％， 中小都市・中山間地域：約26． 6％
・最後の登記から70年以上経過している土地の割合

大都市：約1． 1％， 中小都市・中山間地域：約12. 0%
・最後の登記から90年以上経過している士地の割合

大都市：約0． 4％， 中小都市・中山間地域： 約7． 0％

※割合は累計値

(注2） これまでの取組

所有者不明土地が生ずる要因の一つとして,相続登記が未了のまま放

置されていることが指摘されている。そこで，法務省においては，この

問題の拡大を防ぐために，相続登記の促進に取り組んできた。

l 具体的には，

（1）市町村の窓口で相続登記の促進のための広報用リーフレットを配

布することを依頼し， 8割を超える市町村（平成30年12月現在）

に御協力いただいているほか，

（2）平成29年5月から，相続人の相続手続の負担を軽減し，相続登

記の促進を図るため，法定相続情報証明制度を開始し，現在まで多
くの方に御利用いただいている。

（3）平成30年4月から，平成33年3月31日までの期間，①既に

発生している相続と②これから発生する相続のそれぞれに対応する

ために，一定の要件を満たす土地について相続登記に関する登録免許

税を免除する特例が設けられた。

（4）所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法において，

登記官が，長期間相続登記等がされていない土地について，その旨

を登記簿に記録するとともに，相続人等の所有権の登記名義人とな

り得る者に対して登記手続を直接的に促す不動産登記法の特例（同

法第40条）が設けられ，平成30年11月に施行された。

1 所有者不明土地か生す'O要囚の一つとし~L,↑日航豆同じか木」Uノまエ似

暑式豹〒ぃスール飛指塙太れていろ_¥-r-で‐洪務省においては、 この

2

－2－



衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

令和元年5月31日 （金）
串田誠一議員（維新）

想定5問もともと相続人を探求して登記をすることは，
かなりの所有者不明土地でも行えていたのではないか，
法務当局に問う。

（答）

1 相続登記が未了のまま放置されている所有者不明土地につ
いても，所有権の登記名義人である方の相続人において，戸

籍の収集等をするなど必要な書類の収集を行った上で，相続
による所有権の移転の登記を申請することは可能である （不

動産登記法第63条第2項） 。

したがって，相続登記をする意欲のある相続人が存在すれ

ば，相続登記がされないまま放置されている所有者不明土地
であっても，相続登記をすることはできるものと認識してい

る。

2 もっとも，例えば，数次相続が発生している場合には，一

般的に，相続人となる者の範囲が相当に広くなり，相続人の

数が相当数に上ることも少なくないため，個々の相続人を特
定するための戸籍等の収集が煩雑となることがあり， また，

相続人の一部の者の所在が直ちに判明しないといった事態も
生ずることがあるため，遺産分割協議等が円滑に進まないこ

とも考えられる。

このように，相続人を探求して相続登記の申請をすること

には困難を伴う事例が多くなるものと承知している。

（参照条文）

○不動産登記法（平成16年法律第123号）

第63条 （略）

2 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請す

－ 1－
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ることができる。

－2－
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衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

令和元年5月31日 （金）
串田誠一議員（維新）

想定6問相続人を探求して登記をすることは可能であっ
たにもかかわらず，なぜそれでも相続登記を行ってこな
かったのか，法務当局に問う。

(答）

相続登記が未了のまま放置される要因としては，相続人の
立場にある方において相続登記を行うことの必要性や重要性
についての認識が乏しいことが指摘されている。

このほか，戸籍謄本等の収集などを行うことの煩雑さや費
用，登記手続自体にも各種のコストを要することなどの負担用，登記手続自体にも各種のコストを要一

などが原因であるとの指摘がされている。

－1－



衆・法務委員会
対法務当局（民事局）

令和元年5月31日 （金）
串田誠一議員（維新）

想定7問表題部所有者不明土地については売却の手続を
設けながら，所有者不明土地に関しては，それを導入し
ないのはなぜか，法務当局に問う。

（答）

1 先日成立した「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適

正化に関する法律」は，所有者不明土地の中でも取り分け所

有者の探索が困難な表題部所有者不明土地について，その権

利関係の明確化及びその適正な利用を促進しようとするもの

であるが， 同法における裁判所の許可を受けて第三者に土地

を売却する仕組みは，表題部所有者不明土地の中でも，登記

官等による所有者探索をしてもなお所有者を特定することが

できなかった土地を対象とするものである （同法第21条第

2項） 。

2 これに対し，それ以外の所有者不明土地，具体的には，所

有権の登記名義人が死亡したが相続人の存在が明らかでない

土地について，裁判所の許可を受けて第三者に土地を売却す

ることを可能とする仕組みとして，民法の相続財産管理制度

がある。

現在，法制審議会民法・不動産登記法部会においては，所

有者不明土地問題の解決に向けた調査審議が行われているが，

その中では,相続人の存在が明らかでない場合に限らず， （委

員御指摘のように， ）相続人が土地を相続したが遺産分割が
されていない場合にも， 当該土地について相続財産管理人を

選任し，売却を含む管理を可能にするといった方策を含め，

相続財産の管理の在り方についても，相続人の利益にも慎重

に配慮しながら検討される予定と承知している （注） 。

3 法務省としては，法制審議会において， 引き続き，所有者

不明土地問題の解決に向けて充実した審議が行われるよう，

努めてまいりたい。

－1－



（注）部会資料6 （第2の2(1)）
「相続の承認や放棄に関わる各種の相続財産管理制度（民法第918
条第2項，第926条第2項，第940条第2項）を見直し，家庭裁
判所は， 申立てによって，相続の開始があった時から，いつでも，相
続財産管理人の選任を含む相続財産の保存に必要な処分を命ずること
ができるものとし，一定の事由（注：共同相続人間で遺産の分割がさ
れたときなど）が生じた場合には，処分を取り消すものとすることに
ついて， どのように考えるか。 」

（参照条文）
○民法（明治29年法律第89号）
（管理人の権限）
第28条管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とす
るときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。
不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定
めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
（相続財産の管理）
第918条相続人は､その固有財産におけるのと同一の注意をもって、
相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄を
したときは、 この限りでない。
2 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、
相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
3 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁
判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
（限定承認者による管理）
第926条限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をも
って、相続財産の管理を継続しなければならない。
2 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項及び第二項
並びに第九百十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について
準用する。
（相続の放棄をした者による管理）
第940条相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった
者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産における
のと同一の注意をもって､その財産の管理を継続しなければならない。
2 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項及び第二項
並びに第九百十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について
準用する。
（相続財産の管理人の選任）
第952条前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の
請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所
は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
（不在者の財産の管理人に関する規定の準用）
第953条第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相
続財産の管理人（以下この章において単に「相続財産の管理人」とい
う。 ）について準用する。

－2－



○表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律（令和元
年法律第15号）
（特定不能土地等管理者の権限）
第21条前条第1項の規定により特定不能土地等管理者が選任された
場合には、特定不能土地等管理命令の対象とされた所有者等特定不能
土地及びその管理、処分その他の事由により特定不能土地等管理者が
得た財産（以下「所有者等特定不能土地等」 という。 ）の管理及び処
分をする権利は、特定不能士地等管理者に専属する。
2 特定不能土地等管理者が次に掲げる行為の範囲を超える行為をする
には、裁判所の許可を得なければならない。
一保存行為
二所有者等特定不能土地等の性質を変えない範囲内において、その
利用又は改良を目的とする行為

(略）3～6

－3－



民事局作成
串田誠一議員（維新）

(対閃到･副大臣･政務官）
5月31日（金）衆・法務委

想定B問今後， さらに代替わりになっていけば，
所有者不明土地を解決しようとする相続人がま
すます減少すると思うが，法務大臣の所見を問
う。

〔問題意識〕

所有者不明土地が発生する大きな要因として，相

続登記が未了のまま放置されていることが挙げら

れており，今後，高齢化や人口減少が進み，相続が

繰り返されると，ますます深刻化することが予想さ

れる°

そのため， 政府においては，所有者不明土地問題

について，基本方針等を定め，期限を区切って対策

を進めているところである（注1） 。

〔法務省における検討〕

法務省においては，本年2月14日に，私から，

法制審議会に対し，所有者不明土地問題の解決に向

けて，民法及び不動産登記法の改正に関する諮問を

したところである。

そして現在，法制審議会に設置された民法・不動

産登記法部会において，所有者不明土地の発生を予
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防するための仕組みや，所有者不明土地を円滑かつ

適正に利用するための仕組みを早急に整備すべく，

調査・審議が進められている（注2） （注3） 。

〔所見〕

引き続き，所有者不明土地問題法務省としては

の解決に向け，スピード感をもって取り組んでまい

りたい。
二」

(注1）政府方針
○所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針(平成
30年6月1日所有者不明土地等対策の推進のための
関係閣僚会議決定）
「民事基本法制の見直し等の重要課題については,201
8年度中に制度改正の具体的方向性を提示した上で,20
20年までに必要な制度改正を実現する。 」
○経済財政運営と改革の基本方針2ol8(平成SO年
6月15日閣議決定）
「所有者不明土地等について，基本方針等に基づき，期限
を区切って対策を推進する。具体的には，…相続登記の義
務化等を含めて相続等を登記に反映させるための仕組み，
登記簿と戸籍等の連携等による所有者情報を円滑に把握
する仕組み，土地を手放すための仕組み等について検討
し,2018年度中に制度改正の具体的方向性を提示した
上で,2020年までに必要な制度改正の実現を目指す｡」

(注2）諮問第107号
土地の所有者が死亡しても相続登記がされないこと等
を原因として,不動産登記簿により所有者が直ちに判明せ
ず，又は判明しても連絡がつかない所有者不明土地が生
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一

じ,その土地の利用等が阻害されるなどの問題が生じてい
る近年の社会経済情勢に鑑み,相続等による所有者不明土
地の発生を予防するための仕組みや,所有者不明土地を円
滑かつ適正に利用するための仕組みを早急に整備する観
点から民法,不動産登記法等を改正する必要があると思わ
れるので，左記の方策を始め，その仕組みを整備するため
に導入が必要となる方策について，御意見を承りたい。

記

第一相続等による所有者不明土地の発生を予防するた
めの仕組み
一相続登記の申請を土地所有者に義務付けることや
登記所が他の公的機関から死亡情報等を入手すること
等により，不動産登記情報の更新を図る方策
二土地所有権の放棄を可能とすることや遺産分割に
期間制限を設けて遺産分割を促進すること等により，
所有者不明土地の発生を抑制する方策
第二所有者不明土地を円滑かつ適正に利用するための
仕組み

一民法の共有制度を見直すなど,共有関係にある所有
者不明土地の円滑かつ適正な利用を可能とする方策
二民法の不在者財産管理制度及び相続財産管理制度
を見直すなど，所有者不明土地の管理を合理化するた
めの方策

三民法の相隣関係に関する規定を見直すなど,隣地所
有者による所有者不明土地の円滑かつ適正な利用を可
能とする方策

(注S)民法・不動産登記法部会（部会長：山野目章
夫早稲田大学大学院法務研究科教授）が設置され，次
のとおり開催されている。
第1回平成31年3月19日
第2回平成31年4月23日
第3回令和元年5月21日

【責任者:民事局村松民事第二課長内線■携帯■■■■■■■】
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